
l別紙3|
登録事項等についての説明（高齢者住まい法第17条関係）

年月日

登録事項等についての説明

貸主（甲） 住所東京都港区芝浦一丁目1番］号

氏名 野村不動産ウェルネス株式会社
代表取締役笠原一俊 印

サービス付き商齢者向け住宅への入居に係る契約を締結するに当たり、高齢者の居住の安定確保に関する
法律第17条に基づき、以下の事項について、書面を交付して説明します。

1.サービス付き麻齢者向け住宅の名称及び所在地

l（ふりがな）おうかすひよし

住宅の名称

オウカス日吉

所在地 I（住居表示）〒223-0051神奈川県横浜市港北区箕輪町
2丁目7番18号

利用交通手段

■ 1．電車（東急東横線 目黒線横浜市営地下鉄線 日吉駅から徒歩で12分 ）

□ 2．その他（

住宅に関する1□1．所有権 ■ 2．賃借権 □3．使用貸借による権利
権原 I 

期間 2021年 6月 1日から 2036年 8月 31日まで

施設に関する＇
□ 1．所有権 ■ 2．貨借権 □3．使用貸借による権利

権原 ＇ 期間 2021年 6月 1日から 2036年 8月 31日まで

敷地に関する＇
□ 1．所有権 □2．地上権 ■ 3．賃借権 □4．使用貸借による権利

権原 ＇ 期間 2021年 6月 1日から 2036年 8月 31日まで

（注）住居表示が決まっていない場合には、 地名地番を記載するごと。

2.サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者

法人・個人の叫 ■法人 口個人

商号、名称
又は氏名

（ふりがな）のむらふどうさんうえるねすかぶしきかいしゃ

野村不動産ウェルネス株式会社



（郵便番号 105-8346 ） 

住 所
（法人にあっ

ては 東京都港区芝浦一丁目1番1号
主たる事務所
の所在地）

電話番号 03-6809-3050

法人の役員 別添 1 のとおり

（ふりがな）
．．．．．．．．．．．．．．．．會今●●ー．．...........................................................................••·•............................................................................................................................. 

商号、名称、又は氏名

法定代理人
住所（法

（郵便番号 ） 

（末成年の個

人
人にあっ

である場合） ては主た
る事務所

の所在
池）

電話番号

法人の
別添 2 のとおり

役員

3.サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所

（ふりがな）のむらふどうさんうえるねすかぶしきかいしゃ
事務所の名称 ....書........................................................................................,.............................,....................................................................................................

野村不動産ウェルネス株式会社

（郵便番号 105-8346 ） 

事務所の所在地 東京都港区芝浦一丁目1番1号

電話番号 03-6809-3050

4.サービス付き高齢者向け住宅の戸数、規模並びに構造及び設備

住宅戸数 登録申請対象戸数 120 戸

居住部分の （最小） 25.29 m2  

規模 （最大） 49.00 m2  詳細については、別添 3 のとおり

共同利用設備 ■あり □なし
構造及び

鉄筋コンクリート造一部鉄造設備 構造 階数 地上 9 階建
骨造

竣工の年月 2021 年 5 月 31 日

■登録基準に適合している
加齢対応構造 ■エレベーターを備えている
等

●緊急通報装置を備えている



5.サービス付き高齢者向け住宅の入居契約、入居者資格及び入居開始時期
（居住の用に供する前である場合）

入居契約の別 ● 賃貸借契約 □その他
入居契約が賃
貸借契約でな
い場合には、
その旨

終身賃貸事業
者の事業の認 口法第52条の認可を受けている
可

次の①又は②に該当する者である。
①単身高齢者世帯
②高齢者＋同居者 （配偶者／ 60歳以上の親族／要介護認定又は要支援認定を受け

入居者の資格 ■ている
60歳未満の親族／特別な理由により同居させる必要があると知事が認める者）
（「高齢者」とは、 60歳以上の者又は要介護認定若しくは要支援認定を受けている60
歳未満の者をいう。）

入居契約の
別添入居契約書のとおり

内容

※以下は、入居の用に供する前である場合に限り記入すること。

I入居開始時期| 2021 年 10 月 1 日から

注）入居開始年は、西暦で記入すること。

6.サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及び入居者から受領する金銭

サービスの種類 提供形態 提供の対価（慨算・月額）

状況把握

生活相談
■自ら 口委託 約 73,700 円

商齢者生活支
食事の提供 口自ら ■委託 □提供しない 約 53,400 円 詳細について

援サービス は、別添 4 
入浴等の介護 口自ら 口委託 ■提供しない 約 円 のとおり

調理等の家事 口自ら 口委託 ■提供しない 約 円

健康の維持増進 ■ 自ら 口委託 口提供しない 約 〇 円

その他 ■ 自ら 口委託 口提供しない 約 円

家賃の （最低） 約 125,000 円
住戸ごとの内容は別添 のとおり

概算額
3 

（最高） 約 299,000 円

共益贅の （最低） 約 71,000 円

概算額 （最高） 約 81,000 円

敷金の （最低） 約 375,000 円
家賃の 3. 0月分

概算額 （最高） 約 897,000 円

前払金※の ■あり □なし
有無

家賃等の前払
（最低） 約 1,500,000 円 （最高） 約 35,880,000 円

金の概算額



（賃料1年前払いプラン） 1ヶ月あたりの賃料X12ヶ月
家賃 （賃料5年前払いプラン） 1ヶ月あたりの賃料X60ヶ月

家賃等の前払
（賃料10年前払いプラン） 1ヶ月あたりの賃料Xl20ヶ月

金の算定の基
礎

サービス提供
サービス提供の対価の前払いは無し

の対価

返還額の
1か月あたりの家賃X残存期間

算定方法

家賃等の前払
金の返還債務

年 月 日まで
が消滅するま
での期間

家賃等の前払
金の返還額の （※原則として入居契約に定めた契約の始期を起算日とする。）
推移

口銀行による債務の保証 口信託会社等による元本補てん又は信託

前払金の保全 口保険事業者による保証保険 ●その他不動産信用保証による保全 ） 
措置の内容

特定施設入居 口指定を受けている 介護保険事業所番号 （ ） 

者生活介護事
業所 ■指定を受けていない

地域密着型特 口指定を受けている 介護保険事業所番号 （ ） 
定施設入居者
生活介殺事業 ■指定を受けていない所

介護予防特定 口指定を受けている 介護保険事業所番号 （ ） 

施設入居者生
活介護事業所 ■指定を受けていない

介護サービス
（特定施設入居者生活介護事業者、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所若しくは

情報
介護予防特定施設入居者生活介護事業所の指定を受けている場合には、別紙により、介護
保険法第115条の35第1項に規定する介護サービス情報を示す。）

※前払金とは、 終身又は入居契約の期間にわたって受領すべき家賃等の全部又は一部を一括して受領する
場合をいう。

7.サービス付き高齢者向け住宅の管理の方法等

管理の方式 口自ら管理 ● 管理業務を委託

委託する業務
共用部（バルコニーを除く）清掃・機械メンプ

の内容
（契約事項）



管理業務の委託先

（ふりがな）のむらふどうさんぱーとな一ずかぶしきがいしゃ

商号、名称
.....................................................................................................'...'...'...,.......................,............'.......................................................................... 

又は氏名
野村不動産パートナーズ株式会社

（郵便番号 160-0023 ） 

住 所
（法人にあっ
ては 東京都新宿区西新宿l丁目26番2号

主たる事務所
の所在地）

電話番号 03-6202-2211

修繕計画

計画策定の
口あり ■なし

有無

大規模修繕の 頃実施予定
実施予定

その他計画的
なし

な修繕予定

8.サービス付き高齢者向け住宅と併設される高齢者居宅生活支援事業を行う施設（該当する場合のみ）

施設の名称
提供されるサービス

事業所の場所
の概要 ． 同一の建築物内

ックイ横浜日吉 訪閑介護 口 同一の敷地内

口 隣接する土地

口 同一の建築物内

口 同一の敷地内

口 隣接する土地

口 同一の建築物内

口 同一の敷地内

口 隣接する土地

口 同一の建築物内

ロ 同一の敷地内

口 隣接する士地



9.高齢者居宅生活支援事業を行う者との連携及び協力（該当する場合のみ）

連携又は協力の相手方

（ふりがな）いりょうしゃだんほうじんひのきかいかわさきやまぶきくりにつく
................................. ・・・・・........................................................................................................................................................................................... .. 

事業所の名称

医療社団法人檜会 川崎やまぶきクリニック

（郵便番号212-0054 ） 

事業所の所在地 神奈川県川崎市幸区小倉五丁目5番23号1階

電話番号 044-201-6680

随時診療・夜間緊急診療

連携又は協力
の内容

1 0.登録の申請が基本方針（及び高齢者居住安定確保計画）に照らして適切なものである旨

基本方針および横浜市高齢者住居安定確保計画に沿って適切に運営します

上記につきまして、高齢者の居住の安定確保に関する法律第17条に基づく書面による説明を受けました。

年月日

借主（乙） 住所

氏名
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法第6条第1項第3号に該当する者を全て記載すること。記載しきれないときは、この様式の例
により作成した書面に記載し、その書面をこの書面の次に添付すること。
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別添 3 

住宅の規模並びに構造及び設備等

1.専用部分の規模並びに構造及び設備等

専用部分の 構造及び設備※
住戸数

住戸番号 月額家賃

住棟番号 床面科 會 便 洗 浴 台 収 （概算額）
(m') 

フ （戸） （該当するものを全て記載）
備 所 面 室 所 納 （円）

1 35.22 

゜゚゜゚゜゚
1 201 250,300 

1 37.97 

゜゚゜
0 

゜゚
1 202 253,000 

1 40.26 

゜゚゜゚゜゚
1 203 241,800 

1 40.26 

゜゚゜゚゜゚
1 301 264,000 

1 29. 19 

゜゚゜゚ ゜
1 302 202,500 

1 39.81 

゜゚゜゚゜゚
1 303 255,000 

1 36. 75 

゜
。
゜゚゜゚

l 304 250,000 

1 32.49 X 

゜゚
X 

゜゚
1 

305ユニットシャワー
221,500 

付き

1 41. 52 

゜
。
゜゚゜゚

1 306 268,000 

1 29. 19 

゜゚゜゚゜゚
1 307 186,000 



1 37.97 

゜゚゜゚゜゚
1 308 253,000 

1 40.26 

゜゚゜゚゜゚
1 309 241,800 

1 46,30 X 

゜゚
X 

゜゚
1 

310ユニットシャワー
279,000 

付

1 36.58 

゜゚゜゚゜゚
1 311 219,300 

1 27.37 X 

゜゚
X 

゜゚
l 

312ユニットシャワー
149,000 

付

1 27.37 X 

゜゚
X 

゜゚
1 

313ユニットシャワー
151,000 

付

1 32.86 

゜゚゜゚゜゚
1 314 173,000 

1 40.34 

゜゚゜゚゜゚
1 315 225,800 

1 25.36 X 

゜゚
X 

゜゚
1 

316ユニットシャワー
125,000 

付

1 41. 82 

゜゚゜゚゜゚
1 401 274,000 

1 29.25 

゜゚゜゚゜゚
1 402 203,500 

1 41. 43 

゜゚゜゚゜゚
1 403 265,500 

1 27.21 

゜゚゜゚゜゚
1 404 182,000 



1 37.39 

゜゚゜゚゜゚
1 405 254,300 

1 36.00 

゜゚゜゚゜゚
1 406 254,300 

1 25.47 

゜゚゜゚゜゚
1 407 164,000 

1 49.00 

゜゚゜゚゜゚
l 408 299,000 

1 40.26 

゜゚゜゚゜゚
1 409 241,800 

1 46.30 X 

゜゚
X 

゜゚
1 

410ユニットシャワー 279,000 
付

1 36.58 

゜゚゜゚゜
。 1 411 219,300 

1 27.37 X 

゜゚
X 

゜゚
1 
412ユニットシャワー

149,000 
付

1 27.37 X 

゜゚
X 

゜゚
1 
413ユニットシャワー 151,000 

付

1 32.86 

゜゚゜゚゜゚
1 414 177,000 

1 40.34 

゜゚゜゚゜゚
1 415 229,800 

1 25.36 X 

゜゚
X 

゜゚
1 
416ユニットシャワー

129,000 
付

1 25.29 X 

゜゚
X 

゜゚
1 
417ユニットシャワー 132,000 

付



1 41. 82 

゜゚゜゚゜゚
1 501 274,000 

1 29.25 

゜゚゜゚゜゚
1 502 203,500 

1 41. 43 

゜゚゜゚゜゚
1 503 265,500 

1 27.21 

゜゚゜゚゜゚
1 504 182,000 

1 37.39 

゜゚゜゚゜゚
1 505 254,300 

1 36.00 

゜゚゜゚゜゚
1 506 254,300 

1 25.47 

゜゚゜゚゜゚
1 507 164,000 

1 49.00 0 

゜゚゜゚゜
1 508 299,000 

1 40.26 

゜゚゜゚゜゚
1 509 241,800 

l 46.30 X 

゜゚
X 

゜゚
1 

510ユニットシャワー
279,000 

付

1 36.58 

゜゚゜゚゜゚
1 511 219,300 

1 27.37 X 

゜゚
X 

゜゚
1 

512ユニットシャワー
149,000 

付

1 27.37 X 

゜゚
X 

゜゚
1 

513ユニットシャワー
151,000 

付



1 32.86 

゜゚゜゚゜
0 1 514 177,000 

1 40.34 

゜゚゜゚゜
0 1 515 229,800 

1 25.36 X 

゜゚
X 

゜
。 l 

516ユニットシャワー
129,000 

付

1 25.29 X 

゜゚
X 

゜゚
1 

517ユニットシャワー
132,000 

付

l 41. 82 

゜゚゜゚゜゚
1 601 274,000 

1 29.25 

゜゚゜゚゜゚
1 602 203,500 

1 41. 43 

゜゚
。
゜゚゜

1 603 265,500 

l 27,21 

゜゚
。
゜゚゜

1 604 182,000 

1 37.39 

゜゚゜゚゜゚
1 605 254,300 

1 36.00 

゜゚゜゚゜゚
1 606 254,300 

l 25,47 

゜゚゜゚゜゚
1 607 164,000 

l 49. 00 

゜゚゜゚゜゚
1 608 299,000 

l 40.26 

゜゚゜゚゜゚
1 609 241,800 



1 46.30 X 

゜゚
X 

゜゚
1 
610ユニットシャワー

279,000 
付

1 36.58 

゜
0 

゜゚゜゚
1 611 219,300 

1 27.37 X 

゜゚
X 

゜゚
1 
612ユニットシャワー

149,000 
付

1 27.37 X 

゜゚
X 

゜゚
1 
613ユニットシャワー

151, 000 
付

1 32.86 

゜゚゜゚゜゚
1 614 177,000 

1 40.34 

゜゚゜゚゜゚
1 615 229,800 

1 25.36 X 

゜゚
X 

゜゚
1 
616ユニットシャワー

129,000 
付

1 25.29 X 

゜゚
X 

゜゚
1 

617ユニットシャワー
132,000 

付

1 41. 82 

゜゚゜゚゜゚
l 701 274,000 

1 29.25 

゜゚゜゚゜゚
1 702 203,500 

1 41. 43 

゜
。
゜゚゜゚

1 703 265,500 

1 27.21 

゜゚゜゚゜゚
1 704 182,000 

1 37.39 X 

゜゚
X 。
゜

1 
705ユニットシャワー 254,300 

付



1 36.00 

゜゚゜゚゜゚
1 706 254,300 

1 25.47 

゜゚゜゚゜゚
1 707 164,000 

1 49.00 

゜
。
゜゚゜゚

1 708 299,000 

1 40.26 

゜゚゜゚
。
゜

1 709 241,800 

1 46. 30 X 

゜゚
X 

゜゚
1 
710ユニットシャワー

279,000 
付

1 36.58 

゜゚゜゚゜゚
1 711 219,300 

1 27.37 X 

゜゚
X 

゜゚
1 
712ユニットシャワー

149,000 
付

1 27.37 X 。
゜
X 

゜゚
1 
713ユニットシャワー

151,000 
付

1 32.86 

゜゚゜゚゜゚
1 714 177,000 

1 40.34 

゜゚゜
。
゜゚

1 715 229,800 

1 25.36 X 

゜゚
X 

゜゚
1 
716ユニットシャワー

129,000 
付

1 25.29 X 

゜゚
X 

゜゚
1 

717ユニットシャワー
132,000 

付

1 41.82 

゜゚゜゚゜゚
I 801 274,000 



1 29.25 

゜゚゜゚゜゚
1 802 203,500 

1 41. 43 

゜゚゜゚゜゚
1 803 265,500 

1 27.21 

゜゚
。
゜゚゜

1 804 182,000 

1 37.39 X 

゜゚
X 

゜゚
1 
805ユニットシャワー 254,300 

付

1 36.00 。
゜゚゜゚゜

1 806 254,300 

1 25.47 

゜゚゜゚゜゚
l 807 164,000 

1 49,00 

゜゚゜゚゜゚
1 808 299,000 

1 40.26 

゜゚゜゚゜゚
1 809 241,800 

1 46.30 

゜゚゜゚゜゚
1 810 279,000 

l 36.58 

゜゚゜゚゜゚
1 811 219,300 

1 27.37 X 

゜゚
X 

゜゚
1 
812ユニットシャワー 149,000 

付

1 27.37 X 

゜゚
X 

゜゚
1 
813ユニットシャワー

151,000 
付

1 32.86 

゜゚゜゚゜゚
1 814 177,000 



1 40.34 

゜゚゜゚゜゚
1 815 229,800 

1 25.36 X 

゜゚
X 

゜゚
1 

816ユニットシャワー
129,000 

付

1 25.29 X 

゜゚
X 

゜゚
1 

817ユニットシャワー
132,000 

付

1 41. 82 

゜゚゜゚゜゚
l 901 274,000 

1 33.99 X 

゜゚
X 

゜゚
1 

902ユニットシャワー
234,800 

付

1 35.82 

゜゚゜゚゜゚
1 903 247,300 

1 34. 75 X 

゜゚
X 

゜゚
1 

904ユニットシャワー
239,300 

付

1 36.00 

゜゚゜゚゜゚
l 905 254,300 

1 25.47 

゜゚゜゚゜゚
1 906 164,000 

1 49.00 

゜゚゜゚゜゚
1 907 299,000 

1 40.26 

゜゚゜゚゜゚
1 908 241,800 

1 46. 30 

゜゚゜゚゜゚
1 909 279,000 

1 36.58 

゜゚゜゚゜゚
l 910 219,300 



1 27.37 X 

゜゚
X 

゜゚
1 

911 ユニットシャ 149,000 
ワー付

I 27. 37 X 

゜゚
X 

゜゚
1 
912ユニットシャワー 151,000 

付

1 32.86 

゜゚゜゚゜゚
1 913 177,000 

1 40.34 0 

゜゚゜゚゜
1 914 229,800 

1 25.36 X 

゜゚
X 

゜゚
I 
915ユニットシャワー

129,000 
付

1 25.29 X 

゜゚
X 

゜゚
1 
916ユニットシャワー

132,000 
付

注1)住戸の規模itびに設備及び構造のタイプ別にまとめて記載すること。

注2)設備及び構造欄の『完備』は、各戸に便所、洗面、浴室、台所及び収納の全てを備えるものを表す。

※有りの場合は、 0、無しの場合はXを記載すること。完備の場合は、完備を含め全ての欄に0を記載する
こと。

2.共同利用設備等

設備等 整備箇所数
合計床面積 整備箇所

想定利用戸数 備考(m2) （戸）

ダイニン
グ（食 1 213.27 1階 120 

堂）

ゲスト 1 40. 32 2階 120 
Jレーム

男女別大
浴場（脱

2 115. 87 2階 120 
衣室含
む）

娯楽室 1 35.94 2階 120 

個別浴室
（脱衣室 1 11. 65 2階 120 

含む）
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1，状況把握及び生活相談サービスの内容

提供形態 ■サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

委
（ふりがな）

託 商号、名称
... ..............,.•島•~..~.......... .. ... . . ... .. ..,............... . . ............................…......'量●●●-·· · ·••·• ···..···••·••·......................,.........................~.,.....................................................................................,........ 

す 又は氏名

る
場

＾ 仁

住所
（郵便番号 ） 

の
委 （法人に

託 あっては主

先 たる事務所
の所在地） 電話番号

口医療法人 口指定居宅介護支援事業者

サービスを提 □社会福祉法人 口指定介護予防サーピス事業者
供する法人等

口指定居宅サーピス事業者 口指定介護予防文援事業者の別

口指定地域密着型サービス事業者 ■上記以外の法人等
ロ医師 人員 人 口社会福祉士 人員 人

サービスを提
■看護師 人員 1 人 口介護支援専門員 人員 人

供する者の人 口准看護師 人員 人 ■養成研修修了者 人員 6 人

数 ■介護福祉士 人員 6 人 ■上記以外の職員 人員 2 人

＾ ロ 計 人員 15 人

• 同一の敷地内 口隣接する土地

常駐する場所 近接する土地

口
（所在地： ） 

常駐する日 ● 365日対応 口次の期間を除く（ ） 

日中 ， 時
゜
分 ～ 17 時

゜
分 人員 1 人

常駐する時間 上記以
外の時 17 時

゜
分 ～ 8 時

゜
分 人員 1 人

間
食堂・コンシェルジュデスク等での声掛け、フイフリズムセンサーによる把握の併

毎日 1回以上 用 毎E 1 匝］

の状況把握
サーピスの提

口 入居者から居住部分への訪問を希望する旨の申出があった場合は、当該居住部分への訪問（近接す
供方法

る土地に常駐する場合のみ）



常駐する日

゜
時

゜
分 ～ 24 時

゜
分

提供時間
上記以外の日 □24時間

緊急通報サー
各住戸のコールボタンによる通報

ビスの内容
通報方法

事務所またはスタッフ所持のPHS
通報先 通報先から住宅までの到着予定時間 3 分

サービス提供 月額 約 73,700 円 前払金の
の対価（概算

前払金 算定方法
額） 約

゜
円

• 月 額金額は消費税抜き金額となります
• 24時間365日スタッフを常駐させ、入居者からの各種取次業務および安否確認、居室からの緊急コール
確認、健康増進、コニュニティー形成支援を行います

備考
・サービス費は1人入居；月額73,700円、 2人入居；月額106,700p:j 

※サーピス提供の対価を月額で設定していない場合は、 30日間利用した場合の金額を記載すること。



2.食事の提供サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ロサービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する ■委託する

（ふりがな）かぶしきかいしやまぶちしょうじ

商号、名称
..........................................牟.................................."......................,............ ".......,......”................................,.........̀......,...........,...,.................,.........................,...,.................... 

又は氏名
株式会社馬渕商事

委
託

（郵便番号 103-8248 ） 
す 住 所
る （法人に
場 あっては主 東京都中央区日本橋1-15-1バーカーピル
メ口入 たる事務所
の の所在地） 電話番号 03-3278-0010
委
託 住所 （郵便番号 223-0051 ） 
先 （法人に
あっては本 神奈川県横浜市港北区箕輪町2-7-18 オウカス日吉内
業務に係る
事業所の所
在地） 電話番号 045-577-0704

食事提供を行 ■食堂 口各居住部分 口その他（ ） 
う場所

提供日 ■365日対応 〇その他（ ） 

提供方法 内容 □ 3食 ■入居者が選択 口次の食事は提供しない（ ） 

調理等 ■厨房で護理 口配食サーピスを利用 口その他（ ） 

サービス提供
月額※ 約 56,100 円 内訳 朝食 450 円 昼食 630 円 夕食 790 円

の対価（概算
前払金

前払金の
額） 約

゜
円
算定方法

食事の追加・キャンセルする場合は、提供される日の前日の午前9時までにコンシェルジュデスクヘお申
し出ください。申出が無い場合は実費を負担して頂きますD

備考

※サービス提供の対価を月額で設定していない場合は、 30日間利用した場合の金額を記載すること。



3.入浴、排せつ、食事等の介護サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ロサービス付き商齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

（ふりがな）

商号、名称
........,.,........................,..事...........̀.........................鼻................,.......................................................................,...............,....................................................................................

又は氏名

委
託

（郵便番号 ） 
す 住 所
る （法人に
場 あっては主＾ に1

たる事務所
(1) の所在地） 電話番号
委
託 住所 （郵便番号 ） 
先 （法人に
あっては本
業務に係る
事業所の所
在地） 電話番号

提供B □365日対応 □その他（ ） 

提供方法 ロ入浴介護 口排せつ介護 口食事介護

内容

口その他 （ ） 

サービス提供 月額 約 円 前払金の
の対価（概算

前払金 算定方法
額） 約 円

備考



4.調理、洗濯、掃除等の家事サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ロサービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

（ふりがな）

商号、名称
..................................................會..........,̀....囀..........................,.......,...........................................,.....,...會●會．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．.....．．．■...................................,..............,..,.....

又は氏名

委
託

（郵便番号 ） 
す 住 所
る （法人に
場 あっては主

＾ ロ たる事務所の の所在地） 電話番号
委
託 住所 （郵便番号 ） 
先 （法人に
あっては本
業務に係る
事業所の所
在地） 電話番号

提供日 □365日対応 □その他（ ） 

提供方法 口調理 口洗濯 口掃除

内容

口その他 （ ） 

サービス提供 月額 約 円 前払金の
の対価（概算

前払金 算定方法
額） 約 円

備考



5.健康の維持増進サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ■サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

（ふりがな）

商号、名称
..............’"””....i・ • ・・・・ ••,......... 會......... .、........... ,... ............... .. ..... ... ............,..... . ... . ........... ............ ......... . ... .. .. .. ........................... . ....,......... ..... .. .... .. ..................... .. . .... .. . ...... ...... .... .... . . .. ...

又は氏名

委
託

（郵便番号 ） 
す 住 所
る （法人に
場 あっては主

＾ ロ

たる事務所
の の所在地） 電話番号
委
託 住所 （郵便番号 ） 
先 （法人に
あっては本
業務に係る
事業所の所
在地） 電話番号

提供日 □365日対応 ■その他（健康増進プログラムのみ休業日あり ） 

提供方法 ●健康相談 ■血圧等の測定 口定期検診 口 通院等の付き添い

内容

口その他 （ ） 

サービス提供 月額 約

゜
円 前払金の

の対価（概算
前払金 算定方法

額） 約

゜
円

状況把握および生活相談サービス費に含みます

備考



6.その他のサービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ■サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

（ふりがな）

南号、名称
............................................................................................................................................配....................................................,......,......,..............................................................

又は氏名

委
託

（郵便番号 ） 
す 住 所
る （法人に
場 あっては主

＾ ロ たる事務所の の所在地） 電話番号
委
託 住所 （郵便番号 ） 
先 （法人に
あっては本
業務に係る
事業所の所
在地） 電話番号

提供日 ■365日対応 □その他（ ） 

提供方法 体調不良時サポート等

内容

サービス提供 月額 約 円 前払金の
の対価（概算
額） 前払金 約

゜
円 算定方法

体調不良時サポート1,100円／日（税込）等 その他詳しいことは、生活支援サービス重要事項説明書を
ご覧ください。

備考
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運営方針--

項目

重要事項を記載した書面のひな形を公開する

入居及び退去の条件を書面に記載する

入居者の個人情報の保護に関する事項を書面に記載する

入居者に対する虐待を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修及び担当者の配置

を行う

やむを得ず行う身体的拘束その他の入居者の行動を制限する行為に関して、委員会の開催、
指針の整備及び研修を行う

入居者のプライバシーの確保について、職員に周知する

入居者に与えた損害を賠償するための措置を講じる

入居者からの相談及び苦情に適切に対応するための体制を整備する

サービス付き商齢者向け住宅への入居及びサービス付き高齢者向け住宅において提供され
る福祉サービスの利用に必要な費用に関する書類を発行することができる

入居者及びその家族と意見を交換する機会を設ける

地域社会との交流及び連携を図る

災害に対応するための仕組みを整備する

事故の発生及び再発を防止するための仕組みを整備する

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための仕組みを整備する

入居者の健康状態及び生活状況を把握し、変化があったときは、当該入居者の家族に連絡す
る仕組みを整備する

入居者間の交流の促進を図る

登録事業者又は登録事業者から委託を受けた者から提供される福祉サーピスと、それ以外の
者から提供される福祉サービスを明確に区分する

入居者が希望する場合には、介護サービスの提供に必要な当該入居者に関する情報を、介
護支援専門員と共有する仕組みを整備する

基本理念及び基本方針を定めるとともに、これらを職員及び入居者に周知する

職員の教育及び研修に関する計画を策定する

職員に対して、認知症に関する研修を行う

職員を登録事業者が行う研修以外の研修に参加させる仕組みを整備する

サービス付き高齢者向け住宅事業の実施に必要な人材の確保のために必要な措置を講じる

該当

■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
●はい

□いいえ
●はい

□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
●はい

□いいえ
●はい

□いいえ
●はい

□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
●はい

□いいえ
■はい
□いいえ
●はい

□いいえ
●はい

□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ



別紙1

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた有料老人ホーム重要事項説明書

（「登録事項等についての説明」の補足）

作成日 2025年 8月 1日

登録番号浜31(1) 001 

施設名 オウカス日吉

「1．サービス付き高齢者向け住宅の名称及び所在地」について

開設年月日 2021年 10月 1日

住宅の管理者氏名※l 安齋 なつ代

電話番号 IFAX番号 045-577-0705 ／ 045-561-2550 

メールアドレス

ホームページアドレス http://www.nomura-re-wn.co. jp 

※l 管理者を配置している場合に記入

「2サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者」について

FAX番号 03-6812-6595 

ホームページアドレス http://www.nomura-re-wn.co.jp 

資本金（基本財産） 300,000,000円

主な出資者（出捐者）とその
野村不動産ホールディングス株式会社

金額又は比率※2

設立年月日 2015年 4月 1日

直近の事業収支決算額※3
（収益） 1,403, 179, 615円 （費用） l,405, 400, 090円

（損益）▲201,343,828円

会計監杢人との契約 匠 •あり（ ） 

他の主な事業 シニア向け住宅・サービスの開発企画・運営

※2 出資（出捐）額の多い順に上位3者の氏名又は名称並びに各出資（出捐）額又は比率を記入。

※3 原則として、収益は売上高＋営業外収益、費用は売上原価＋販売費及び一般管理費＋営業外費用、

損益は経常利益とする。

「3サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所」について

FAX番号 1045-561-2550 

ホームページアドレス lhttp://www.nomura-re-wn.co. jp 

「4．サービス付き高齢者向け住宅の戸数、規模並びに構造及び設備」について

建築基準法上の主要用途 1 寄宿舎 ・ 共同住宅 ・ 1有料老人ホーム1 • その他



建築物の耐火楷造 犀火構遍 準耐火構造 ． その他（ ） 

消火器 なし・区回

自動火災報知設備 なし•巨団
火災通報設備 なし・区可

消防用設備等
スプリンクラー なし・巨旦

防火管理者 なし・伝回

防災計画 なし・巨□
緊急通報装置等の種顆及び設置箇所

各戸及び共用施設（浴室、共同トイレ）にナースコールを設置

緊急通報装置等
゜

緊急連絡•安否確認 安否確認の方法・頻度等

1日1回以上 食堂・コンシェルジュデスクでの声掛け、ライフリ

ズムセンサーによる把握の併用。

「5．サーピス付き高齢者向け住宅の入居契約、入居者資格及び入居開始時期（居住の用に供す

る前である場合）」について

(1)入居契約の状況等

身冗引受人は、本契約に関連して入居者が快適で心身ともに健
身元引受人等の条件及び義務

康な生活を安心して営むために必要な協力を行います。また、
等※4

必要なときには、入居者の身柄を引き取ります。

生活保護受給者の受入れ対応 國・可

事業者又は入居者が入居契約
事業者からの解除：別添入居契約書第19条による

を解除する場合の事由及び手
入居者からの解除：別添入居契約書第20条による

続等※5

自宅等 4人

社会福祉施設 2人

退去先別の人数 医療機関 0人

死亡者 4人
退前

その他 0人
去年度

0人者 f ア
の'-

事業者側の申し出 （解約事由の例）状お
況 け
る

生前解約の状況
0人

入居者側の申し出 （解約事由の例）

体験入居の期間及び費用負担

等

※4 入居契約書に身元弓I受人や後見人等の選任を定めている場合に記入



※5 入居契約の条項に沿って、解除の事由及び手続、予告期間、前払金の返還時期等を正確に記入。

(2)入居状況等 (2025年 7月1日現在）

性別 男性 48人 女性 95人

自 ¥ ， 68人

（内訳） 要介護1 18人

要介護2 8人

入居者内訳 介護の 要介護 35人 要介護3 8人

要否別 要介護4 1人

要介護5 0人

要支援
（内訳） 要支援1 18人

40人
要支援2 22人

平均年齢 85.l歳（男性 84.6歳、女性 85.5歳）

注）介護の要否別及び平均年齢については、入居者数が少ない等の状況により、個人が特定される場合

には、プライバシー保護の観点から記入する必要はない。

「6．サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及び入居者から受領する

金銭」について

(1)運営に関すること

地域に開かれた住宅を目指し、入居者が施設に入居した
後も社会との関係が維持できるように支援します。健康

運営に関する方針 寿命の延伸を目的とし、生き生きと生活できる住まいを
提供します。

館内にフィットネススタジオを設営し、健康増進のプロ

サービスの提供内容に関する特色 グラムをはじめ、積極的に参加できるイベントを企画実
施します。

運営懇談会の開催状況 ※6 

（開催回数、設置者の役職員を除く参 年 1回実施予定

加者数、主な議題等）

※6 運営懇談会を設置している場合は記入

(2)苦清等の取り扱い

住宅及び本社の連絡先

・住宅担当者 管理者安齋なつ代

Tu, 045-577-0705 

苦情解決の体制（相談窓口、責任者、連I•本社お客様相談室 Tu. 03-6809-3050 

絡先、第三者機関の連絡先等） •横浜市健康福祉局高齢施設課

Tu 045-671-3923 

•横浜市建築局住宅政策課

Tu 045-671-4121 



事故対応マニュアルに基づいて、応急措置、協力医療機

事故発生時の対応（医療機関等との連 関に搬入若しくは119番通報による他医療機関への搬入

携、家族等への連絡方法・説明等） を行うとともに、管理者から家族への連絡を行います。

また、事故についての検証、今後の防止策を購じます。

事故発生の防止のための指針 なし•区団

サービス提供に当たり、事故が発生し入居者の生命、身

損害賠償（対応方針及び損害保険契約 体、財産に損害が生じた場合は、地震・津波等の天災、

の概要等） 戦争・暴動等入居者の故意によるものなどを除いて、速

やかに損害を賠償します。

サービスの提供に伴う事故等が発生し なし・巨図

た場合の損害賠償保険等への加入 ありの場合の保険名（東京海上日動火災保険株式会社）

利用者アンケート調査、意見
実施日

1 あり
箱等利用者の意見等を把握す 結果の開示 1 あり 2 なし

る取組の状況
2 匠旦

実施日

1 あり 評価機関名称

第三者による評価の実施状況
結果の開示 1 あり 2 なし

2 医旦

(3)医療` 9 9 - -

名 称 医療社団法人檜会 川崎やまぶきクリニック

診療科目 内科
協力医療機関（又は嘱託医）

所在地 JI|崎市幸区小倉五丁目 5番23号1階
の概要及び協力内容

距離及び所要時間 2.4km車で10分以内

協力内容 随時診療夜間緊急診療

名 称 医療法人社団香有会 はつの歯科医院

所在地 東京都多摩市鶴牧6-8-16
協力歯科医療機関

距離及び所要時間 30km 車で70分

協力内容 訪開歯科治療

・医師の判断を基本として、入居者及びご家族と相談いただき、

入居者が医療を要する場合の 協力医療機関又は希望する病院になった場合、入院期間中は、月

対応（入居者の意思確認、医 額利用料のうち管理費及び家賃相当額のお支払いが必要です。

師の判断、医療機関の選定、 ・協力医療機関への入退院の移送、通院付き添い等についてはご

費用負担、長期に入院する場 家族様にて対応いただきます。

合の対応等） ・入院に係る費用は入居者の負担となります。



(4)職員体制

ア 職種別の職員数等 (2025年 7月 1日現在）

常勤換算後の 夜開屠務騎員数
考備

職員数 (20時～翌 8時）
（資格・委託等）

人数 うち月立対応 （最少人数）

管理者 1名 (O名）□ 生活相談員 5名 (0名）

直接処遇職員 名 (0名）

介護職員 ※名 (O名）

看護職員 1名 (0名）

機能訓練指導員 （ ） 

従業 理学療法士 （ ） 

者の 作業療法士 （ ） 

内訳 その他 （ ） 

計画作成担当者 （ ） 

医師 （ ） 

栄登士 （ ） 

調理員 （ ） 

事務職員 （ ） 

その他職員 8名（ ） 

＾ 仁

計 15名（ ） 

介護に関わる職員体制 ※7 以上

注1)職員数欄の（ ）内は、非常勤職員数で内数。

2)直接処遇職員は、要介護者及び要支援者に対して介護サービスを提供する職員と自立者に対して

一時的な介護その他日常生活上必要な援助を行う職員を合わせた数とし、また、常勤換算後の人数

において、自立者対応の人数を内数で記入。

なお、特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、記入不要

3)機能訓練指導員及び計画作成担当者が他の職務を兼務している場合は、職員数の人数に※印をつ

けるとともに、兼務している職名を備考欄に記入。

4)備考欄には、直接処遇職員や調理員等の委託、看護職員等の機能訓練指導員兼務、計画作成担当

者の介護支援専門員資格等を記入。

5)状況把握等を行う職員を配置している場合は、生活相談員として記入

※7 特定施設入居者生活介獲等を提供しない場合は、記入不要



イ 職員の状況. -.  

他の職務との兼務 I 1 あり 2 匠旦

1 匡
管理者

兼務に係る I資格等の名称 l資格等
介護福祉士

2 なし

看護職員 介護職員 生活相談員
機能訓練 計画作成
指導員 担当者

常勤
非常
常勤
非常
常勤
非常
常勤
非常
常勤
非常

勤 勤 勤 勤 勤

1名 5名

前年度 1年間の
1名 1名

採用者数

前年度1年間の
1名 1名

退職者数

房喜 1年末滴 1名 3名
人に
数従 1年以上

0名事
3年未満

2名
し
た
3年以上経

験 5年未満
年
数 5年以上
に
10年未満応

じ
た 10年以上
職

従業者の健康診断の実施状況 1 鱈 2 なし

ウ 要介護者・要支援者に対する直接処遇職員体制（特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、

記入不要）

前々年度の平均値 前年度の平均値※11 今年度の平均値 ※10

要支援者の人数

要介護者の人数

指定基準上の直接処遇職員の

人数※8

配置している直接処遇職員の

人数※9

要支援者・要介護者の

合計人数に対する配置

直接処遇職員の人数の割合

常勤換算方法の考え方※11 常勤職員の週勤務時間 40時間で除して算出



介護職員早番 ～ 

日勤 ～ 

遅番 ～ 

夜勤 ～ 
従業者の勤務体制の概要

看護職員早番 8: 00 ～ 17: 00 

日勤 ～ 

遅番 ～ 

夜勤 ～ 

※8 常勤換算後の人数。

※9 常勤換算後の人数。自立者対応の人数を除く。

※10 今年度の平均値は、作成日の前月までの平均値とすること。

※11 「前年度の平均値」及び「常勤換算方法」等については指定居宅サーピス等の事業の人員、設

備及び運営に関する基準（平成11年3月31日厚生省令第37号）等の規定によること

工 状況把握（安否確認）および生活相談サービスに係る職員の資格取得状況

社会福祉士 0人（ 人） 医師 人（ 人）

介護福祉士 8人（ 人） 看獲師 2人（ 人）

介護支援専門員 0人（ 人） 准看護師 人（ 人）

介護職員実務者研修修了者 0人（ 人） 資格なし 4人（ 人）

介護職員初任者研修修了者 1人（ 人）

注 1) 資格を複数持っている職員がいる場合は、社会福祉士、介護福祉士の順に優先して記入する。

他の資格を持っている職員を（ ）に外数で記入する。

注2)介護職員基礎研修及び各ホームヘルパー研修修了者は、介護職員初任者研修に含めて記入する。

(5)登録事項の情報開示

重要事項説明書の公開 1公開（閲覧． I写し交付I)

入居希望者等
入居契約書の公開 1公開（閲覧． I写し交付I)

への 管理規程の公開 1公開（閲覧． I写し交付I)
情報開示

財務諸表の公開 1公開（ 厠房l.写し交付）
事業収支計画の公開 1公開（ 厘童I.写し交付）

(6)その他

横浜市サービス付

き高齢者向け住宅

＜適合していない事項がある場合の内容＞

整備運営指導指針

に適合していない

事項 ※12 

2非公開

2非公開

2非公開

2非公開

2非公開

※12 市の指針上適合していない事項について、 指針の8~14に該当する運営面に関することを記述
すること。なお、代替措置及び改善計画等は、別紙で明記することでも可



●特定施設入居者生活介護に関する事項（該当する場合のみ）

(1)介護を行う場所等

要介護時（認知症を含む）

に介護を行う場所

2)住み替える場合の条件等

入 居室から一時介護室へ移

を居 る場合（判断基準・手続、追

住後 加費用の要否、居室利用権

みに の取扱い等）

替居

え室 従前の居室から別の居室

る又 ヘ住み替える場合（同上）

場は

合施 提携ホームヘ住み替える

設 場合（同上）

(3)介護保険に係る利用料

介護保険に係る利用料
0特定施設入居者生活介護

（適用を受ける場合は
区分 月 額

、市区町村から交付さ 要介護1 円

れる「介護保険負担割
要介護2 円

合証」に記載された利
要介護3 円

用者負担の割合に応じ
要介護4 円

た額）※13
要介護5 円

0各種加節の状況
身体拘束廃止取組の有無

介護保険に係る利用料 退院 ・退所時連携加算

入居継続支援加算
（適用を受ける場合は、 生活機能向上連携加算

市区町村から交付され 個別機能訓練加算

る「介護保険負担割合
夜間看護体制加算
若年性認知症入居者受入加算

証」に記載された利用 医療機関連携加算

者負担の割合に応じた
口腔衛生管理体制加算
栄挫スク リーニング加算

額）※13 看取り介護加算

認知症専門ケア加算

(1か月 30日の例）
利用者負担額

(l割の場合／2割の場合）

円 ／ 円

円 l 円

円 l 円

円 l 円

円 ／ 円

（減算型・基準型）
（無・有）
（無・有）

（無・有）

（無・ 有）
（無・ 有）
（無・有）
（無 ・有）
（無 ・有）
（無・ 有）
（無・有）

（無 ・有）
I (I) 
I (II) 



(I)イ

サービス提供体制強化加算 （無 ・有）
(I)口
(II) 

(ill) 
I 
II 

介獲職員処遇改善加算 （無 ・有） III 
w 
V 

介護職員等特定処遇改善加算 （無・有）
I 
II 

0介護予防特定施設入居者生活介護 (1か月 30日の例）

区分 月 額
利用者負担額 (1割の場合／2割の場

要支援1 円

要支援2 円

各種加算の状況

身体拘束廃止取組の有無

生活機能向上連携加算

介護保険に係る利用料 個別機能訓練加算

（適用を受ける場合は、 若年性認知症入居者受入加算

市区町村から交付され
医療機関連携加算

口腔衛生管理体制加算
る「介護保険負担割合 栄養スクリーニング加算

証」に記載された利用
認知症専門ケア加算

者負担の割合に応じた

額）※13
サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

介護職且等特定処遇改善加籐

短期利用の設定（短期

利用特定施設入居者生に云］・有

活介護の届出がある）

※14 

合）

円 l 円

円／ 円

（減算型・基準型）

（無 ・有）

（無 ・有）

（無・有）

（無 ・有）

（無・有）

（無・ 有）

（無・有）
(I) 

(n) 

(I)イ

(I)ロ
（無・有）

(II) 

(m) 

I 

II 

（無・有） m 

IV 

V 

（無・直｝
l 
II 

※13 月額は、個別機能訓練加算、夜間看護体制加算、医療機関連携加算、認知症専門ケア加算、サ

ービス提供体制強化加算及び介護職員処遇改善加算を含めて記入する。

※14 短期利用特定施設入居者生活介護の届出がある場合には添付書類の別添2を添付する。

0添付書類：別紙2 「介護サービス等の一覧表」



別紙2 サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービス等の一覧表

特定施骰入居者生活介護（介護予防を含む）の指定 （有 •(j)

区 分 自 立 要支揖 1~2 要介護1~5

介謹予防特定施設入居者生
利用料金に含まれる

特定施忌入居者生活介護に
提供サービスの別 その綿度微収するサーピス

活介護により提供される
その都度微収するサーピス

より提 されるサービス拿 その都度微収するサービス
サービス サービス、又は．利用料金 又l;tヒ利用料金に含まれる

に含まれるサーピス サース

サービスの提供内容等 提供方法（回数等） 提供方法（回数葛） 金額（単価） 提供方法（回数等） 紐供方法（国数等〕 金顛［単価） 揖供方法（回菫等） 提供方法（国蠍等）

1．介護サービス

(l)巡回

．且問 6US 有・燕 1回 1回 1回 一
・夜間 3峙 21時 24時 r有・無 3回 3担］ 3阿

②食＃介助 布 し患）

③/11t 

・排泄介助 有．｛価

•おむつ交換 {,-・C悪`

• おむつ代 有f喀

R人浴等

・泊拭 イiく煕

・一般浴介助 {f（熙

•特浴介助 イi(用

⑤立辺介助

・体位交操 イi但

・尼室からの移動 有．祉

・衣街の府脱 有饂

・身だしなみ介助 布覇

＠機能自11椋 有 I勾

⑦通院の介助 有l畑
R緊急時対応

・ナースコール O・ 無 住戸内と共！I」部トイレに殺 住戸内と共川部トイレに設 仕戸内と共用祁トイレに設
骰 阻 位

2．生活サービス

①家事

・沿桶 布し碩

・浣濯 有l叫

②店宅配膳・ド絣 @-無
体誠不良行の依頼1こよ

3301'!／回
体洞不良者の依栢1こより 3.10円／同

体調不良行の依頼により
り提供 提供 捉供

R心容 ,I}.照 2酷に,ti:m室を設既 文費 2窟・に存用水を設匹 実費 2限1こし切n室を設庇
R代行

・胃物 有（無！

・役所手絞 布ヽ轡

3．健康管理サー ビス
・健康診断 有・無 血庄想正等 血圧想定等 rfu.圧恕左等

．娃康相談 3• 無 コンシェルジュカウンクー コンシェルジュカウンクー コンシェルジュカウンター

で相談 で相淡 で相談

• 生活指i算 0• 無 コンシェルジュカウンター コンシェルジュカウンクー コンシェルジュカウンクー
で括尋 で指導 で指導

・灰師の往診 1i （懇

4．入退院時、入院中のサービス

・医板費 有fgjl I ll 
・移送サーピス イ［ ＜照）I

＇ ＇ 5．その他サービス

有f癌

＇ ＇ 注1)自立・要支ほ1~2・要介淡1~5を区分した磨合は8区分となるが、提供サービス内容が1,1じである湯合等It.適宜｀烈数の区分をまとめることとして差L文えな1‘・
注2) 「提供サービスの£1J」(l)「和1/1l料金」とは、前払金および月額和lln料を指す。なお．特定箪設入居行生活介涎（介護予防を含む）の指定と受けていない忠合は、要支援・要介頂の襴1;1、 「府l/ll料金に含まれるサーピス」とすること．
注3)各サー・ビスごと1こ益供方法 (I引数等）及び金額（費l"凸担等）を切示すること．
注4).I:記のサーーピス項日以外に、サーピス径供の状況等に応じ．函宜` 項日の順序の変更、項目の辺Jm¥iを行って差し支えない。
注S) 「その他サービス」襴は、上記以外のサーピスを必斐に応じて記入すること。

金額（単価）

330f'I／回

文費




